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今年も 12 月１日か
ら

年末年始無災害運動

が始まっています★ 
 

（１）管内の労働災害発生状況 
銚子労働基準監督署管内（銚子市、旭市、匝瑳市、東庄町）

における令和３年の労働災害発生件数（休業見込みが４日以

上の件数）は 190 件（新型コロナウイルス感染症によるもの

を除く）となっていますが、過去５年間で最多となりました。

また、銚子監督署では令和４年の労働災害発生件数（休業見込

みが４日以上の件数）の目標値を 133 件以下（新型コロナウ

イルス感染症によるものを除く）としています。これに対し、

10 月 31 日時点で 133 件（新型コロナウイルス感染症によ

るものを除く）、前年比 22 件減となっていますが、目標値と

同数となるなど大変厳しい状況です。事業場の皆様におかれ

ましては、労働災害の防止に向けた取り組みを積極的に進め

ていただくようお願いいたします。 

 

（２）今年も 12 月１日から年末年始無災害運動が始まっています！ 
年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎えることができるよう、

事業場等の取り組み促進を図る趣旨で、昭和 46 年から毎年開催しており、今年で 52 回目となります。令

和３年は全国で死亡者数は 867 人と４年ぶりに増加し、死傷者数は 149,918 人と平成 10 年以降で最多

となりました。銚子労働基準監督署管内における令和 3 年の労働災害発生件数（新型コロナウイルス感染

症によるものを除き 190 件）も過去５年間で最多となったところです。また銚子労働基準監督署管内にお

ける令和４年の労働災害発生件数（新型コロナウイルス感染症によるものを除き 10 月 31 日時点で 133

件）を見ると、昨年度からは減少しつつも、平成 29 年の労働災害発生件数（143 件）と比較すると増加

傾向であることは変わらず、高止まりするおそれもあります。つきましては、皆で力を合わせて無事に一年

を締めくくり、明るい新年を迎えられるよう、安全・健康への思いを新たにし、「待ってます 元気なあなた 

明るく迎える年末年始」という運動標語のもと、本年度の年末年始無災害運動を展開します。例年

同様、令和４年 12 月１日から令和５年１月 15 日までを実施期間とし、この間、各職場で職場巡

視や運動標語の掲示、各種安全衛生活動の推進など、さまざまな取り組みを展開しましょう。 

 

（３）職長等に対する安全衛生教育の対象業種が拡大されます！ 
令和 4 年 2 月 24 日に労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（令和 4 年政令第 51 号）が公布さ

れ、令和 5 年 4 月 1 日から職長等に対する安全衛生教育（以下「職長教育」という。）の対象業種が拡大さ

れます。本改正により、令和 5 年 4 月 1 日からは職長教育の対象業種に以下の 2 業種が追加され、職長教

育の実施が必要となりますので、ご注意ください。 

 

  

 

 

 

なお、「うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業」については、従前から職長教育の対象業種となって

おり、本改正により、全ての食料品製造業（日本標準産業分類の「中分類 09-食料品製造業」に該当する

業種）が職長教育の対象となります。 

追加業種 

食料品製造業（うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く） 

新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業 

銚 子 労 基 署 た よ り 

 

＜令和４年度年末年始無災害運動実施要領＞ 



＜職場の安全サイト＞ 

（４）新型コロナウイルス感染症対策 

現在、第８波と言われるなど、再び新規感染者数は大幅に増加しており、

銚子監督署管内においても第７波を上回るペースで感染者が発生してい

るなど、予断を許さない状況です。引き続き、職場における新型コロナウ

イルス感染症対策を実施いただくとともに、「取組の 5 つのポイント」を

定期的にチェックするようお願いします。 

 なお、「取組の 5 つのポイント」は、感染症防止対策の基本的事項です

ので、未実施の事項がある場合には、「職場における感染症防止対策の実

践例」を参考に職場での対応を検討の上、実施してください。 

 

 

 

（５）最も多い労働災害（転倒）はどうやったら未然に防げる？ 
 全労働災害の中で最も多い転倒災害（全体の約 25％）はどうやったら未然に防げるのでしょうか。実際

に当署の職員 A さんが体験した転倒災害から未然に防止することができなかったのか、考察してみます。 

事例：当時 20 歳大学生だった A さん。アルバイトとして惣菜等食料品製造業に勤務していました。A

さんの仕事は、コンベアで流れてきた（製造された）商品を番重（食品業界で使用されている浅い蓋

のない箱）に並べるというもので、一人で行う作業です。流れてくる商品は全部で 2,000 個程度、

ひとつの番重に 20 個ずつ並べます。500 個くらい商品を番重に並べ続けていると、準備していた

番重が足りなくなりました。それでも商品は関係なく流れてきています。①流れを止めるわけにはい

きませんので、A さんは 20ｍ先にある番重の山を②走って取りに行きました。その時、番重の山の

前の何もないところで③滑り、尻餅をついたのです。幸いにもけがはありませんでしたので、A さん

はそのまま④誰にも伝えることなく、作業に戻りました。 

この災害は「下線①流れを止めるわけにはいかないと焦って、下線②走り、下線③滑ったこと」で発生し

た転倒災害です。対策を講じるとすれば、下線①「流れを止めるわけにはいかない」、というところから改

善すればよさそうですが、今回は下線④「誰にも伝えていない」に着目したいと思います。誰にも伝えてお

らず、A さんはけがをしなかったことから、事業場は災害が発生したことにも気づかず、せっかく A さん

が体験してまで見つけた「危険ポイント」をそのままにしている状態です。次にその場所で転倒する労働者

は骨折するかもしれません。つきましては、事業場内の危険を見つける取り組みを積極的に行いましょう。 

危険を見つける取り組みとして１つ、ヒヤリ・ハット事例の収集を紹介します。ヒヤリ・ハットとは、実

際に労働者等が「ヒヤリとしたりハッとしたり、危ないことが起こったが、幸い災害には至らなかった事象

（体験）のこと」を言います。普段見つからない危険が見つかることもあるため、具体的な対策に繋げてい

くことが期待できます。年末年始無災害運動をきっかけに、労働者から感じた危険を教えてもらえ

るような制度作りを進めてみてはいかがでしょうか。職場の安全サイトでは、様々な事業場のヒヤ

リ・ハット事例が紹介されています。ぜひ取り組みの参考にしてください。また、見つけた危険に対

しては、注意喚起の表示を行うなど「見える化」を併せて行っていただくとより効果的です。 

 

（６）有給休暇の季節です！ 
新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる

中、新しい働き方・休み方を実践するためには、計画的な業務運営に資

する年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情 に 応

じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇 制 度

の導入が効果的です。また、休暇の分散化が求められている こ の

冬においては、計画的付与制度は休暇の分散化にもつながり ます。 

この機会に、年次有給休暇を取得しやすい環境整備や来年 （ 年

度）の年次有給休暇の計画的付与等について、労使で話し合 い を

してみてはいかがでしょうか。厚生労働省の年次有給休暇取

得促進特設サイトも参考にしてみてください。 

<実践例> <Q&A> 

＜年次有給休暇取得促進特設サイト＞ 


